
 

 

 

富山県が実施する職業訓練（技術専門学院または民間委託訓練）を受講される 

場合、一定の要件を満たす方は「託児サービス」を利用することができます。   

詳しいことは、「託児サービスのご案内」及び「託児サービス利用申込書」を  

ご覧ください。  

  

 

  

  

  

  

  
 
  

富山県庁 労働政策課        TEL  076-444-3260 

      本   校      TEL  076-451-8803     

             TEL  0765-52-0251 

              TEL  0763-22-3152   

  

 

        

   

   

     

 
 

 
 

   

   

   

   

  

   

    

   

    

   

http://www.gisen-toyama.ac.jp/short/files/takujiinfoH270818.pdf
http://www.gisen-toyama.ac.jp/short/files/takujiformH270820.pdf

